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人権を考える　第28号（2025年３月）

多文化共生社会に向けて
―オーストラリアの例から日本のこれからを考える―

� 短期大学部　教授　仲西　恭子

　2024年７月の訪日外客数は329万2500人となり、過去最高を記録した
（日本政府観光局統計発表）。関西でもインバウンドの増加を感じるが、
東京に行くと「日本で生活する外国人」の多さにさらに驚く。2023年12
月時点の在留外国人数（1）は341万992人である（出入国在留管理庁）。技
能実習制度は2027年を目途に育成就労制度へと移行するが、政府が制度
の目的の一つに人材確保を掲げていることから考えて、国内の外国人の
数はこの先さらに増えることが予測される。
　多文化共生社会に向けて日本にいる外国人の人権擁護、特に人種差別
からの保護に関する取り組みの方向性について、オーストラリアから手
がかりを得ることはできないものだろうか。
　現在のオーストラリアは非常に人種的・民族的に多様な国へと変化し
ている。オーストラリア統計局（ABS）が発表した2021年の国勢調査（2）

の結果では、総人口約2550万人に対して、海外で生まれた者または両親
のどちらかが海外で生まれた者の占める割合が５割を超えている。出
生国別推計人口の上位１位から５位は順に、イギリス（3.6%）、インド

（3.2%）、中国（2.5%）、ニュージーランド（2.2%）、フィリピン（1.4%）
となっており、アジア諸国出身者も多いことがわかる。
　1973年にウィットラム労働党政権の移民大臣であったアル・グラス
ビーによって初めて「多文化主義」という言葉が提唱されて以来、オー
ストラリアは多文化社会へと歩み始め、今では世界から成功した多文化
国家として認知されている。しかし、入植以来の同国の歴史を振り返る
とその道のりは平坦ではなかった。オーストラリアで金鉱が発見され、
ゴールドラッシュを迎えた1850年代、中国人の大量流入が始まると、徐々
に中国人鉱夫とヨーロッパ人鉱夫あるいはオーストラリア生まれの人々
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との間に摩擦が生じていった（長山,�1986,�p.173）。1877年にクイーンズ
ランド植民地議会が中国人移民制限法を成立させると、各地で同様の法
律が制定され、1901年には有色人種の流入を制限する連邦移民制限法（3）

が成立する。いわゆる白豪主義政策の始まりである。この政策は、オー
ストラリアから白人以外を排除することで、白人の優位性を保つイデオ
ロギーとしても機能していたという（Jupp,�1991,�p.53）が、この時期に
白人の「私たち（we-group）」とそれ以外の「彼ら（they-group）」とい
う二項対立的思考がオーストラリア社会に深く染みつき、一部の国民は
未だにそこを脱せずにいるのではなかろうか。1973年に移民法が改正さ
れ、人種を基準にした移民審査は廃止されたが、それも自国経済の発展
にアジア太平洋地域との良好な関係が不可欠になったという政治的・経
済的理由によるところが大きい。
　一方で戦後の世界の人種差別問題への取り組みはどうであったかとい
うと、第二次世界大戦後に国際連合が設立され、戦中にナチス・ドイツ
がユダヤ人に対して行った大量虐殺や南アフリカの人種隔離政策（アパ
ルトヘイト）への非難が高まり、人種差別の撤廃に関する国際法規範が
充実しつつあった（佐々木,�2021）。1965年の第20回国連総会では「あら
ゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（以下、国連人種差別撤
廃条約）が採択された。オーストラリアは1966年に調印したが、国内法
が整備されず、批准されないまま８年が経過し、1975年にようやく人種
差別禁止法（Racial�Discrimination�Act�1975、以下RDA）が国内で成立
し、条約を批准することとなる。一方、日本はオーストラリアから20年
遅れて1995年に加入している。
　国連人種差別撤廃条約には、締約国に対して人種差別的な思想の流布、
差別を煽動する行為を犯罪として扱う義務を定めた第４条a項がある（4）。
オーストラリア政府が1974年に同条約の批准に向けて提出した当初の国
内法の法案は、第４条a項が締約国に課した義務を果たすことを意識し
た内容であった（クープ,�2013,�pp.2-3）。しかし、連邦議会上院で野党保
守連合の反対に遭い、大幅な削除と修正を余儀なくされ、結局、「禁止
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している行為をすべて犯罪として扱う」という点を削除して、1975年に
前述のRDAとして成立した。
　1994年にはキーティング労働党政権が今度こそ国連人種差別撤廃条約
第４条a項の実現を目指し、人種的憎悪を民事上の権利侵害および連邦
犯罪法上の犯罪とする人種的憎悪禁止法の法案を連邦議会に提出する。
刑事関連の部分は、再び連邦議会上院で否決されてしまうが、民事関連
条文は承認され、人種的憎悪禁止法（Racial�Vilification�Act�1995）が成
立し、RDAには「Part�II�A－人種的憎悪に基づく不快感を与える行為
の禁止」として、18条A項から18条D項までが新たに導入された（仲西,�
2024,�p.17）。特に重要性が高いのが18条C項とD項であり、C項は、人種、
皮膚の色、または民族的・国民的出自を理由に行われる、個人または集
団に不快感を与え（offend）、侮辱し（insult）、屈辱を与え（humiliate）、
脅迫する（intimidate）合理的な恐れがある公的な行為を禁止している。
D項は、C項の適用除外項目であり、芸術作品、科学・学術研究、公益
に関わる事象または問題についての公正なコメントは、分別をわきまえ、
かつ誠意をもってなされた場合においては除外される（AHRC,�2014）。
オーストラリア人権委員会（AHRC）は人種差別に対する苦情申し立て
を受け付けており、訴訟に発展する前に和解を図る役割を果たしている
が、場合によっては、連邦裁判所で差別行為が争われ、相手に制裁を科
すこともある。
　日本は、国連人種差別撤廃条約に加入した際、同条約の内容は既に
実施できているとして、新規の立法措置は行わなかったため、今日で
も人種差別を禁止する包括法が存在しないままとなっている（佐々木,�
2021）。第４条a項についても、表現の自由に抵触する恐れがあるとして、
留保を付している（5）。2016年に「本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」
が議員立法により制定されたが、「理念法」であり、「表現の自由」を侵
害する恐れがあるとして罰則規定もなく（瀧,�2019,�p.145）、ヘイトスピー
チを行う個人や団体に対して直接的な制裁はない。自治体レベルでは、
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ヘイトスピーチを規制する条例も一部で施行されており、川崎市のよう
に一歩踏み込んで罰則規定を置く自治体もある（一般財団法人地方自治
研究機構,�2024）。
　オーストラリアと日本の国連人種差別撤廃条約への対応を比較する
と、オーストラリアのRDA18条C項は、明確な法的対応が可能なうえ、
差別的行為に対して法的な制裁が科される可能性がある点で、日本のヘ
イトスピーチ解消法よりも進んでいると評価できる。一例を紹介するな
らば、アンドリュー・ボルト事件である。ニューズ・コープ・オースト
ラリア（News�Corp�Australia）のコラムニストであるアンドリュー・
ボルトは、オーストラリア先住民であるアボリジナル（6）の18人の実名
を挙げたうえで、肌の白いアボリジナルは、自らのキャリア・アップの
ためや政治的打算からアボリジナルのアイデンティを利用していると
いった内容のコラムを2009年に少なくとも２本執筆し、ヘラルド・サン
紙（The Herald Sun）がこれらを掲載した（7）。記事の中で名指しされ
た１人のパット・イートックは、ボルトと記事を掲載した新聞の発行元
であるThe�Herald�and�Weekly�Timesを相手取り裁判を起こし、2011年
９月28日に勝訴している。
　日本のヘイトスピーチ解消法もヘイトスピーチを「許されない行為」
として明記し、自治体が啓発活動や支援策を行うことを奨励しており、
社会的な啓発を促しているという意味で一定の意義を持っていると言え
るが、罰則がないために抑止力がない。また、田上（2021,�p.32）によると、
ヘイトスピーチの対象が「本邦外出身者」だけに限られていることも制
定当初からの問題であり、さらに、佐々木（2021,�p.14）によると、人種
差別を禁止する包括的な法律が存在しないため、その歪みから生じる問
題もあるという。
　勿論、こうした違いは、それぞれの国の文化的背景や法制度の違いに
よるところもあるだろうが、少なくとも日本が今後、多文化共生社会に
一歩でも近づくためには、オーストラリアのRDAに相当するような包括
的な法の導入を含めた法制度の見直しと、啓発活動や教育を通じた社会



多文化共生社会に向けて　―オーストラリアの例から日本のこれからを考えるー

─ 127 ─

全体での意識改革が必要と言えそうだ。オーストラリアも、制度的な対
応だけでなく、学校教育やコミュニティ活動を通じて異文化理解を深め、
多様性を尊重する社会づくりを推進している。
　最後に、日本政府が及び腰になる表現の自由との抵触の問題について
だが、オーストラリアにおいても「表現の自由」を理由にした18条C項
の改正あるいは廃止を訴える一部の国民の声はたびたび上がっている。
しかし、大多数の国民は18条C項を支持している。2017年にターンブル
自由党連合政権下で18C改正運動が起こった際にフェアファクス―イプ
ソスが行った調査では、78パーセントの回答者が改正に反対（つまり
18Cを支持）しているという結果が出ている（Knott,�2017）。連邦議会に
提出された18条C項の文言を変更する政府提案も同年３月に上院で否決
され、18Cは現在も維持されている（8）。
　オーストラリアのこれまでの驚異的な経済成長は移民の力によるとこ
ろが大きいと言われているが、日本も労働力として外国人に依存するの
であれば、彼らの人権の保護は絶対である。安価な労働力と見下し、彼
らの人権を軽視し続ければ、やがて誰も日本には来たがらなくなり、国
際社会からは品位に欠ける国として烙印を押されることになるだろう。
それは、これから世界でグローバル人材として活躍する日本人の若者に
とっても決して望ましいことではない。

注

（1）�法務省の定義では中長期在留者及び特別永住者（中期とは在留期間が３か月以内）
を指す。

（2）�オーストラリアの国勢調査は５年に１回の実施であり、最新のデータは2021年の
ものである。

（3）�これによって中国人、インド人、日本人など有色人種については、ビジネスマン
や旅行者や学生などの短期滞在者、および連邦形成以前の市民権獲得者を除いて、
新規のアジア人移民は制限されることとなった（遠山嘉博,�2003,�p.10）。

（4）�国連人種差別撤廃条約第４条a項　「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる
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流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異
にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の
扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、
法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること」（外務省,�2021）。

（5）�IV．第４条��留保��72.我が国は、本条約を締結するに当たって、第４条（a）及び（b）
に関して、次のような留保を付している。「日本国は、あらゆる形態の人種差別
の撤廃に関する国際条約第４条の（a）及び（b）の規定の適用に当たり、同条に「世
界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払っ
て」と規定してあることに留意し、日本国憲法の下における集会、結社及び表現
の自由その他の権利の保障と抵触しない限度において、これらの規定に基づく義
務を履行する。」（人種差別撤廃条約第１回・第２回政府報告（2000年１月））

（6）�オーストラリアでは、先住民に対するアボリジニという呼称は差別的なニュアン
スが強いとされている（藤川,�2007,�p.31）。そのため、日本語の訳語も「アボリジ
ナル」や「アボリジナルの人々」を用いている。

（7）�“It’s�so�hip�to�be�black”（黒人になるのは格好いい）（2009年４月15日付）および
“White�fellas�in�the�black”�（黒人を装った白人）（2009年８月21日付）。

（8）�政府案は18Cの文言の「不快感を与え（offend）、侮辱し（insult）、屈辱を与える
こと（humiliate）」を「嫌がらせをする（harass）」に置き換えることを提案して
いた。ターンブル首相は記者会見の場において、より強い、より明瞭な文言だと
主張したが、法律を骨抜きにしているという批判を浴びた（仲西,�2024,�p.115）。
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